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特 別 支 援 教 育 

 

１ 国における特別支援教育の推進について 

平成 18年に学校教育法が改正され、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など初等中等教育段階

の全ての学校において、教育上特別の支援を必要とする幼児児童生徒に対し、障がいによる学習

上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことが明記された。 

平成21年８月には、「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」の高等学校ワーキン

グ・グループにおいて報告が取りまとめられ、高等学校における「通級による指導」についての将

来の制度化を視野に入れた種々の実践を進める必要性など、高等学校における特別支援教育を推

進するために必要な方策が網羅的に示された。 

その後も、平成 24年７月の中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会の形成に向けたイン

クルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」において、高等学校で自立活

動等の指導を可能とするための検討の必要性が指摘され、文部科学省は、平成 26年に「高等学校

における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業」を開始し、障がいに応じた特別の指

導を高等学校においても実施する研究を進めてきた。 

これまでの提言内容や事業の成果等を踏まえ、平成 28 年３月、「高等学校における特別支援教

育の推進に関する調査研究協力者会議」において、高等学校における通級による指導の制度化が

提言されるとともに、平成 28年 12月に関係法令が改正され、平成 30年度より、高等学校におい

て「通級による指導」が導入されることとなった。 

 

２ 本道の後期中等教育における特別支援教育の推進について 

(1) 平成 29年度「教育上特別な支援を必要としている生徒の状況及び支援の状況の把握」の調査

結果（道教委） 

   平成 29年度の調査結果によると、教育上特別な支援を必要とする生徒の割合は、平成 28年 

度に比べ、第１学年が 0.4％増であり、また、第２・３・４学年が 0.2％増であった。 

(2) 平成 28年度「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に関する調 

査」の結果（道教委） 

質問事項 回   答 *割合 

校内委員会において、特別な教育

的支援が必要と判断した理由 

知的な遅れはないが、発達の状態による学習面や行動面の困難がある 65.4% 

知的な遅れによる学習上又は生活上の困難がある 18.2% 
 

 

 

【該当学校数・人数及び割合】（調査対象校：道立高等学校及び中等教育学校） 

調査対象学年 
学校数*1（割合*2） 人数（割合*3） 

H29 H28 H27 H29 H28 H27 

第１学年 99校 

(43.0%) 

82校 

(35.2%) 

66校 

(28.2%) 

338人 

(1.2%) 

244人 

(0.8%) 

249人 

(0.8%) 

第２・３・４学年 125校 

(53.6%) 

116校 

(49.6%) 

122校 

(51.5%) 

535人 

(0.9%) 

420人 

(0.7%) 

420人 

(0.7%) 

 *１：全日制、定時制それぞれを１校としてカウントしている。 

 *２：全日制の第１学年は 198校、第２・３学年は 201校、定時制は 32校を分母としている。 

 *３：人数の割合は、調査時点の在籍者数を分母としている。               
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質問事項 回   答 *割合 

支援が必要な生徒について、困難

な状況が見られるもの 

自分が分からない状況や困っていることを相手に伝えることが難しい 49.9% 

全体への指示や説明を聞いて理解することが難しい 44.2% 

友達関係をうまく築けなかったり、集団での活動ができなかったりする

ことが多い 

42.5% 

   * 各学校の校内委員会が、特別な教育的支援が必要と判断した生徒数に対する割合 

 

 

(3) 「高等学校における特別支援教育支援員配置事業」による支援員の配置 

今年度は 14校（月形高校、札幌国際情報高校、千歳北陽高校、恵庭南高校（定時制）、小樽桜

陽高校、追分高校、上磯高校、北見北斗高校、美幌高校、訓子府高校、上士幌高校、更別農業高

校、阿寒高校、釧路湖陵高校（定時制））を配置校として指定した。 

(4) 特別支援教育スーパーバイザー等（ＳＶ・ＰＴ）の派遣 

道教委は、教育上特別な支援を必要とする生徒が在籍する全ての学校に、各教育局に配置して

いる特別支援教育スーパーバイザー(ＳＶ)、又は「特別支援教育パートナーティーチャー（ＰＴ）

派遣事業」による特別支援学校の教員を派遣している。 

ア 支援内容 

対象となる生徒の状況の把握、管理職等との協議や当該生徒への対応方法等への助言、個別

の指導計画の作成についての校内研修会の実施などを行っている。 

イ 派遣状況 

平成 28年度は、教育上特別な支援を必要とする生徒が在籍する学校 124校のうち、全ての

学校に派遣を行い、派遣回数はのべ 231回であった。今年度、対象となる学校は 145校で、平

成 28年度と同様に対象となる全ての学校へ派遣を行う予定である。 

 

３ 本道の高等学校における特別支援教育の充実について 

上記の調査結果等を踏まえ、道教委では、全ての教職員が、発達障がいを含む障がいのある子ど    

もへの指導や支援に関する基礎的な知識や技能を習得できるよう、平成 26 年度から平成 27 年度

にかけて「発達障がい支援モデル事業」を実施した。本事業において、平成 27年３月にはモデル

校の取組や成果を掲載した「校内研修プログラム」を、また、平成 28年３月にはモデル校・協力

校における「校内研修プログラム」活用の実践事例を掲載した「通常の学級における特別支援教育

の視点を生かした『実践事例集』」を作成した。 

平成 29年３月には、これまで各学校が行ってきた実践に「教育と福祉等との連携」の観点を加

えた校内研修プログラム等を活用して校内研修を行う

学校を推進校として指定するとともに、全ての管内で実

施した「平成 28 年度発達障がい支援成果普及事業」の

成果を「支援体制づくり取組事例集」にまとめ、全ての

道立学校等に配布した。 

これら各種研修資料は、各校の実態に応じて研修内容

や実施回数を選択できるほか、短い時間で研修に取り組

める構成としており、推進校における校内研修の実践や

学級づくり、授業づくりの実践、個別の指導計画・個別

の教育支援計画の作成・活用に係わる様々な取組を掲載

している。（図１） 

 

図１ 通常の学級における指導や支援の充実に係る

資料（特別支援教育センターのウェブページからダウンロー

ドすることが可能） 
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４ 高等学校における「通級による指導」について 

(1) 実施に当たって 

ア 特別の教育課程の編成・実施 

   通級による指導は、障がいに応じた特別の指導を     

高等学校等の通常の教育課程に加え、又はその一部に

替えて行うものであり、「通級による指導」を受ける

生徒については、特別の教育課程を編成する必要があ

る。学校教育法施行規則第140条はその点を制度的に

位置付けており、高等学校等に在籍している障がいの

ある生徒に対して障がいに応じた特別の指導を行う

場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、

特別の教育課程によることができることとした。 

障がいに応じた特別の指導は、「障害による学習上

又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的

とする指導」であり、特別支援学校の特別な指導領域

である自立活動に相当する指導とされている。 

また、自立活動の指導に当たっては、図２に示した

特別支援学校学習指導要領の内容全てを取り扱うので

はなく、一人一人の生徒の障がいの状態や発達の程度

等に応じて指導を行うことが大切である。 

生徒の障がい等に応じた自立活動の指導は、図３の

とおり、高等学校等の教育課程に加えたり、その一部

を替えたりして、特別な教育課程を編成することがで

きる。なお、普通科、専門学科、総合学科とも、必履

修教科・科目及び総合的な学習の時間、専門学科は専

門学科においてすべての生徒に履修させる専門教科・

科目、総合学科は「産業社会と人間」を自立活動の指

導に替えることができない点について留意する必要が

ある。                

イ 対象となる障がい種 

通級による指導の対象は、言語障がい者、自閉症者、

情緒障がい者、弱視者、難聴者、学習障がい者、注意欠

陥多動性障がい者、その他障がいのある者で、特別の教

育課程による教育を行うことが適当な生徒である。状態像としては、通常の学級で学習におお

むね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度の生徒である。 

なお、「その他障がいのある者」に係わり、知的障がいのある生徒は、生活に結び付いた実

際的・具体的な内容を継続して指導することが効果的であることから、一定の時間のみ取り出

して行う通級による指導の対象にはなっていないことに留意する必要がある。 

ウ 実施形態 

   実施形態については、生徒が在籍する学校において指導を受ける「自校通級」、他校に週に

何単位時間か定期的に通級し、指導を受ける「他校通級」のほか、通級による指導の担当教員

が該当する生徒が在籍する学校を巡回して指導を行う「巡回指導」がある。 

 

図３ 加える場合、替える場合のイメージ 

※ 「高等学校における通級による指導の実施準備に
ついて」Ｐ15より引用 

図２ 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

「自立活動」の内容（平成 29年４月改訂） 

【改訂した箇所は赤字で表示】 

１ 健康の保持 

（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

（２）病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

（３）身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

（４）障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。 

（５）健康状態の維持・改善に関すること。 

２ 心理的な安定 

（１）情緒の安定に関すること。 

（２）状況の理解と変化への対応に関すること。 

（３）障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲

に関すること。 

３ 人間関係の形成 

（１）他者とのかかわりの基礎に関すること。 

（２）他者の意図や感情の理解に関すること。 

（３）自己の理解と行動の調整に関すること。 

（４）集団への参加の基礎に関すること。 

４ 環境の把握 

（１）保有する感覚の活用に関すること。 

（２）感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。 

（３）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

（４）感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況

に応じた行動に関すること。 

（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

５ 身体の動き 

（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

（２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

（３）日常生活に必要な基本動作に関すること。 

（４）身体の移動能力に関すること。 

（５）作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

６ コミュニケーション 

（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

（２）言語の受容と表出に関すること。 

（３）言語の形成と活用に関すること。 

（４）コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

（５）状況に応じたコミュニケーションに関すること。 
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エ 授業時数と単位の認定 

高等学校等における障がいに応じた特別の指導に係る修得単位数は、年間７単位を超えな

い範囲で、全課程の修了を認めるに必要な単位数に加えることができるほか、他の高等学校や

特別支援学校高等部において受けた授業を当該高等学校等で受けた授業と見なすことができ

る。 

オ 指導要録 

   指導要録の記載に関しては、指導要録の様式１（学籍に関する記録）の「各教科・科目等の

修得単位数の記録」の「総合的な学習の時間」の次に、「自立活動」の欄を設けて、修得単位

数の計を記載し、様式２（指導に関する記録）の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の

欄に、通級による指導を受けた学校名、通級による指導の授業時数及び指導期間、指導の内容

や結果等を記載する方向で検討が進められている。 

なお、他校通級を受けている場合には、当該学校からの通知に基づき記載する方向で検討が

進められている。 

(2) 自立活動の指導 

自立活動の指導は、「個々の生徒が自立を目指し、障がいによる学習上又は生活上の困難を主

体的に改善・克服するために必要な知識、技術、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達

の基礎を培う」ことを目的としているため、個々の生徒の障がいの状態や特性及び心身の発達の

段階等に即して指導を行うことが重要である。このような自立活動の目標を達成するためには、

生徒の的確な実態把握に基づき、指導すべき課題を明確にすることにより、個別に指導目標（ね

らい）や具体的な指導内容を定めた個別の指導計画が必要となる（次頁の図５参照）。 

(3) 個別の教育支援計画及び個別の指導計画 

個別の教育支援計画は、学校生活だけではな

く家庭生活や地域での生活も含め、長期的な視

点に立って幼児期から学校卒業後までの一貫し

た支援を行うために、家庭や医療機関、福祉施設

などの関係機関と連携など様々な側面からの取

組を示したものである（図４）。 

また、個別の指導計画は、特別な教育的支援を

必要とする幼児児童生徒一人一人について、指

導の目標や内容、配慮事項などを示すとともに、

教職員の共通理解のもと、きめ細かな指導を行

うことを目的に作成する計画である。 

通級による指導を受ける生徒や通常の学級に

在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に対しては、これらの計画を作成し、活用すること

により、切れ目のない一貫した支援につなげることが重要である。 

なお、個別の教育支援計画の書式は各教育局のウェブページに掲載されている。また、個別の

指導計画については、所定の様式等が定められていないため、各学校において活用しやすい書式

を作成するか、校内研修プログラムの例を活用することとなる。 

個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成を通して、当該生徒や保護者と十分に合意形成

を図ることにより、指導や支援の一層の効果が期待できる。道教委では、平成 29年３月に「『合

理的配慮の提供』に至るプロセス～個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した切れ目の

ない指導や支援～」を作成し、各学校に配布している。 

図４ 幼児期からの一貫した支援 
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５ 「高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業」（文部科学省指定事業）

について 

 (1) 事業の概要 

   本事業は、高等学校及び中等教育学校後期課程において、現行の小・中学校の通級による指導

と同様の、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を行うため、特別

の教育課程を編成・実施するとともに、教科指導等を通した個々の能力・才能を伸ばす指導につ

いて研究を行うことを通して、高等学校等における特別支援教育を充実し、障がいのある生徒

の自立や社会参加を推進することをねらいとしている。 

道内では、上士幌高校が平成 26年度から３年間の指定を受け、調査研究に取り組んだ。また、

本別高校、大樹高校が平成 27年度から３年間の指定を受けており、上士幌高校を含めた３校に

よる「合同研究成果報告会」を開催するなどして、研究成果の普及に努めている。 

図５ 具体的な指導内容の設定 
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○

(2) 研究指定校の取組等の概要（本別高校） 

ア 取組の概要について 

本別高校においては、生徒の多様なニーズに対応できるよう、町・町教委及び特別支援学校

と連携し、社会性及び学習スキルの向上を目的として研究に取り組んでおり、指定２年目から

特別の教育課程による指導を週１～８時間行っている。認知特性等の障がいの特性を踏まえ、

自立活動の「心理的な安定」、「人間関係の形成」、「環境の把握」、「コミュニケーション」

の内容を相互に関連させ、具体的な指導内容を設定し

た指導を行うほか、発達障がい等による学習上又は生

活上の困難がある生徒を対象とした教育課程の編成、

指導内容・方法及び評価方法、特別支援教育に関する

教員の専門性の向上について研究を行っている。 

イ 通級による指導の開始までの流れについて 

通級による指導の開始に当たっては、図６のよう

に、生徒の障がいの状態だけではなく、当該生徒や保

護者からの要望とともに、中学校からの情報や高校の

教員によるアセスメントなどを十分に踏まえ判断す

ることとした。また、校内支援委員会（本別高校では

「教育支援・事業運営委員会」）を中心に通級による

指導の開始を検討するほか、担任あるいは通級による

指導の担当教諭による対象生徒への面接を実施する

ことにより、対象生徒の状況を的確に把握する必要が

ある。 

最終的には、対象となる生徒への意思確認や保護者

からの同意に基づき、職員会議を経て通級による指導

を開始することとしている。 

ウ 特別の教育課程について 

  本別高校の研究においては、特別の教育課程を次のように編成し、「自立活動」を教育課程

に加える形と教育課程の一部に替える形で最大８単位ずつ履修可能とした。ただし、実際の指

導は、１年次は後期から放課後に加える形で１単位を、また、２年次は必履修教科・科目以外

の選択科目の中に２単位を設置するとともに、必要に応じて放課後に１～２単位を加える形

で実施することとした。（下記の教育課程の黄色の部分が該当部分。） 

【１年次】 

 

 

 

 
   ※ 本教育課程は指定事業による研究において編成されたものであるため、平成 30年度からの実施においては、自立活動を必履修科目に 

替えることはできない。 

 【２年次】 

 

 

 

 

図６ 通級による指導の開始までの流れ 

通級による指導の開始までの流れ 

通級による指導の開始 
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エ 学習環境や授業のユニバーサルデザイン化について 

特別な教育的支援を必要とする生徒の能力を最大限に伸長させるとともに、障がいのない

生徒にも分かりやすい授業となるよう、学習環境の整備や授業づくりを行っている。 

学習環境の例 ・教室内の備品の置き場所を決めるなど、分かりやすい教室環境の設定 

・教室内の予備黒板を教科ごとに区切り、持ち物やテストの予定を整理して記入 

授業の例 ・グループワークを多く取り入れ、他者と協働し、主体的に学べる環境の設定 

・授業の流れのパターン化や活動時間の提示など、学習に見通しをもたせていること 

 

オ 使用教室や指導内容等について 

(ｱ) 使用教室 

通級による指導を実施するための教室として「３Ｈルーム」

を設置している。３Ｈの名称は、Hokkaido Honbetsu High 

School の頭文字と、Head（頭）、Heart（体）、Health（体）

を育てるという学校教育目標に因んでいる。 

３Ｈルームは、昼休み・放課後に全校生徒が誰でも利用できる

旨をアナウンスし、特別な教室という意識の軽減に努めている。 

(ｲ) 指導内容 

個々の生徒の実態把握を行った上で「個別の指導計画」を作成し、自立活動の指導として、

「スキルトレーニング」と「サポートスタディ」の中から生徒の実態に応じて適切な内容を

選択し、特別の教育課程の編成を行い、自校での通級による指導を実施している。 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) スキルトレーニングにおける留意点について 

○ 自立活動の指導項目（４の(1)参照）を理解し、意識して指導に当たること 

○ スキルトレーニングの指導内容が各教科やＨＲ等と関連するよう心がけること 

○ スキルトレーニングの際に声かけをするなど、生徒の自己効力感を高めること 

○ 生徒の卒業後の進路にどのように結び付くのかを意識した指導を実施すること 

             「生徒一人一人を大切にする高等学校における『合理的配慮』の事例」に 

ついて 

 平成28年４月１日から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（障害者差別解消法）において、学校を含む行政機関にお

ける合理的配慮の提供が義務付けられた。 

 このことを踏まえ、高校教育課では、高等学校における合理的配慮を適

切に行うため、「合理的配慮の提供の決定までのプロセス」や「学びのユ

ニバーサルデザイン化」、「個に応じた配慮の事例」などを掲載したリー

フレットを作成し、ウェブページ上に公開している。 

  高校教育課のウェブページ（http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/leafletz.pdf） 

 

〇 スキルトレーニング（１～４単位） 
・学校生活の安定を図ることを目的にコミュニケーションや集団生活のスキルを獲得するため、自立活動の内

容のうち、特に「心理的な安定」、「人間関係の形成」、「環境の把握」、「コミュニケーション」の４区

分を中心とした個別指導 

・指導の内容（例）：コミュニケーションスキルに係る指導、マインドマップを活用した自己理解 

〇 サポートスタディ（０～４単位） 
・認知特性による学習上の困難さがある生徒を対象とする学習スキルの向上を目的とする指導 

・指導の内容（例）：ノートの取り方など学習スキルの獲得、論理力トレーニングなど認知特性に応じた学習 

Topic 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/leafletz.pdf

